
目
　
　
　
　
　
次

毎
週
火
・
金
曜
日
発
行

平成20年 3月31日（月曜日） 秋　　田　　県　　公　　報 号外第 8号

１

ペ
ー
ジ

規
　
則

◯
秋
田
県
チ
ー
ム
設
置
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
（
三
一
・
総
務

課
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
１

◯
秋
田
県
財
務
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
（
三
二
・
財
政
課
）
…
…
１

訓
　
令

◯
許
認
可
等
事
務
処
理
日
数
設
定
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令

（
二
・
総
務
課
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
３

◯
秋
田
県
公
印
取
扱
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
（
三
・
情
報
公
開

セ
ン
タ
ー
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
４

秋
田
県
チ
ー
ム
設
置
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す

る
。

平
成
二
十
年
三
月
三
十
一
日

秋
田
県
知
事
　
寺
　
田
　
典
　
城

秋
田
県
規
則
第
三
十
一
号

秋
田
県
チ
ー
ム
設
置
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

秋
田
県
チ
ー
ム
設
置
規
則
（
平
成
十
三
年
秋
田
県
規
則
第
四
十
五
号
）
の

一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
第
一
項
中
「
当
該
下
欄
」
を
「
同
表
の
下
欄
」
に
改
め
、
同
項
の

表
試
験
研
究
推
進
課
の
項
中
「
試
験
研
究
推
進
課
」
を
「
科
学
技
術
課
」
に

改
め
、
同
表
医
務
薬
事
課
の
項
中
「
保
健
医
療
Ｉ
Ｔ
化
推
進
チ
ー
ム
」
を

「
保
健
医
療
Ｉ
Ｔ
化
推
進
チ
ー
ム

に
改
め
る
。

医
師
確
保
対
策
推
進
チ
ー
ム
　
」

第
四
条
第
一
号
中
「
第
六
条
の
二
試
験
研
究
推
進
課
の
項
第
一
号
」
を

「
第
六
条
の
二
科
学
技
術
課
の
項
第
一
号
」
に
改
め
、
同
条
第
二
号
中
「
第

六
条
の
二
試
験
研
究
推
進
課
の
項
第
三
号
」
を
「
第
六
条
の
二
科
学
技
術
課

の
項
第
三
号
」
に
改
め
る
。

第
九
条
第
一
項
中
「
当
該
下
欄
」
を
「
同
表
の
下
欄
」
に
改
め
、
同
項
の

表
第
二
号
及
び
第
三
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第
九
条
第
一
項
の
表
第
五
号
中
「
分
掌
す
る
」
を
「
つ
か
さ
ど
る
」
に
改

め
、
同
表
第
六
号
中
「
事
務
」
の
下
に
「
又
は
技
術
」
を
加
え
、
同
表
に
次

の
一
号
を
加
え
る
。

第
九
条
を
第
十
条
と
し
、
第
八
条
を
第
九
条
と
す
る
。

第
七
条
中
「
第
十
一
条
第
一
項
産
業
経
済
政
策
課
の
項
第
十
一
号
」
を

「
第
十
一
条
第
一
項
産
業
経
済
政
策
課
の
項
第
九
号
」
に
改
め
、
同
条
を
第

八
条
と
す
る
。

第
六
条
中
「
第
八
条
第
一
項
環
境
あ
き
た
創
造
課
の
項
第
四
号
及
び
第
六

号
」
を
「
第
八
条
第
一
項
環
境
あ
き
た
創
造
課
の
項
第
一
号
及
び
第
五
号
」

に
改
め
、
同
条
を
第
七
条
と
し
、
第
五
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

第
六
条

医
師
確
保
対
策
推
進
チ
ー
ム
は
、
組
織
規
則
第
七
条
第
一
項
医
務

薬
事
課
の
項
第
三
号
に
掲
げ
る
事
務
の
う
ち
、
県
外
か
ら
の
医
師
の
招
へ

い
及
び
県
内
に
お
け
る
医
師
の
定
着
に
関
す
る
事
務
を
分
掌
す
る
。

附
　
則

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
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秋
田
県
財
務
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
二
十
年
三
月
三
十
一
日

秋
田
県
知
事
　
寺
　
田
　
典
　
城

秋
田
県
規
則
第
三
十
二
号

秋
田
県
財
務
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

秋
田
県
財
務
規
則
（
昭
和
三
十
九
年
秋
田
県
規
則
第
四
号
）
の
一
部
を
次

の
よ
う
に
改
正
す
る
。

目
次
中
「
科
目
更
正
」
を
「
更
正
」
に
、
「
第
百
七
十
一
条
・
」
を
「
第

百
七
十
一
条
―
」
に
、
「
使
用
貸
付
等
」
を
「
使
用
及
び
貸
付
等
」
に
、

「
公
有
財
産
の
台
帳
等
」
を
「
公
有
財
産
台
帳
等
」
に
改
め
、
「
第
七
節

削
除
」
及
び
「
・
第
四
百
十
七
条
」
を
削
る
。

第
二
条
第
三
項
第
六
号
中
「
地
域
振
興
局
総
務
企
画
部
出
納
室
」
の
下
に

「
（
総
務
企
画
部
出
納
室
を
置
か
な
い
地
域
振
興
局
に
あ
つ
て
は
、
総
務

企
画
部
総
務
課
と
す
る
。
以
下
同
じ
。
）
」
を
加
え
、
同
項
第
十
四
号
中

「
（
地
域
振
興
局
を
除
く
。
）
に
あ
つ
て
は
各
総
務
班
長
及
び
」
を
「
に
あ

つ
て
は
、
」
に
、
「
、
地
域
振
興
局
に
あ
つ
て
は
総
務
企
画
部
総
務
経
理
課

の
各
総
務
班
長
」
を
「
を
含
む
。
」
に
改
め
る
。

第
三
条
第
一
項
中
「
決
裁
を
要
す
る
事
項
」
を
「
決
裁
事
項
（
決
裁
を
要

す
る
事
項
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
」
に
改
め
、
「
、
局
長
（
国
体
・
障
害

者
ス
ポ
ー
ツ
大
会
局
長
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
」
を
削
り
、
「
限
り
で
専

決
処
理
で
き
る
事
項
」
を
「
の
専
決
事
項
（
専
決
の
処
理
が
で
き
る
事
項
を

い
う
。
以
下
同
じ
。
）
」
に
改
め
、
「
部
局
長
専
決
事
項
」
を
「
部
局
長
の

専
決
事
項
」
に
、
「
局
長
専
決
事
項
及
び
課
長
専
決
事
項
（
国
体
・
障
害
者

ス
ポ
ー
ツ
大
会
局
大
会
総
務
課
長
専
決
事
項
を
除
く
。
）
」
を
「
課
長
の
専

決
事
項
」
に
、
「
国
体
・
障
害
者
ス
ポ
ー
ツ
大
会
局
大
会
総
務
課
長
に
つ
い

て
の
課
長
専
決
事
項
に
あ
つ
て
は
局
長
の
、
室
長
専
決
事
項
」
を
「
室
長
の

専
決
事
項
」
に
、
「
総
務
班
長
専
決
事
項
」
を
「
総
務
班
長
の
専
決
事
項
」

「

に
改
め
、
同
項
第
一
号
中
「
、
局
長
」
を
削
り
、
同
号
の
表
中
　
　
　
　
　

「
を

」

に
」

改
め
、
同
表
（十）
の
項
中
「
総
務
班
長
共
通
専
決
事
項
」
を
「
総
務
班
長
の
専

決
事
項
」
に
、
「
第
八
十
五
条
第
二
項
第
五
号
」
を
「
第
八
十
五
条
（
支
出

負
担
行
為
）
第
二
項
第
五
号
」
に
改
め
、
同
表
□
の
項
中
「
総
務
班
長
共
通

専
決
事
項
」
を
「
総
務
班
長
の
専
決
事
項
」
に
改
め
、
同
表
■
の
項
中
「
総

務
班
長
共
通
専
決
事
項
」
を
「
総
務
班
長
の
専
決
事
項
」
に
、
「
第
八
十
五

条
第
二
項
第
四
号
」
を
「
第
八
十
五
条
（
支
出
負
担
行
為
）
第
二
項
第
四

号
」
に
改
め
、
同
表
□
の
項
中
「
（
秋
田
県
事
務
決
裁
規
程
（
昭
和
五
十
一

年
秋
田
県
訓
令
第
七
号
）
に
よ
る
も
の
を
除
く
。
以
下
同
じ
。
）
」
を
削

り
、
同
表
■
の
項
中
「
総
務
班
長
共
通
専
決
事
項
」
を
「
総
務
班
長
の
専
決

事
項
」
に
、
「
第
八
十
五
条
第
二
項
第
六
号
」
を
「
第
八
十
五
条
（
支
出
負

担
行
為
）
第
二
項
第
六
号
」
に
改
め
、
同
表
の
備
考
第
一
号
を
削
り
、
同
表

の
備
考
第
二
号
中
「
（一）
」
を
「
警
察
本
部
に
お
け
る
（一）
」
に
、
「
警
察
本
部

に
お
け
る
」
を
「
規
定
の
」
に
、
「
課
長
共
通
専
決
事
項
」
を
「
課
長
の
専

規
　
　
　
　
　
　
則

二三

主
幹

副
主
幹

上
司
の
命
を
受
け
て
、
特
定
の
重
要
事

項
の
企
画
、
調
査
等
に
関
す
る
事
務
を

つ
か
さ
ど
る
。

上
司
の
命
を
受
け
て
、
特
定
の
重
要
事

項
の
企
画
、
調
査
等
に
関
す
る
事
務
を

つ
か
さ
ど
る
。

七

技
師

上
司
の
命
を
受
け
て
、
事
務
又
は
技
術

を
つ
か
さ
ど
る
。

裁
事
項

部
局
長
共
通
専
決
事
項

課
長
共
通
専
決
事
項

総
務

事
項

課
長
の
専
決
事
項

総
務
班
長
の
専
決
事
項

班
長
共
通
専
決
事
項

知
事
決

知
事
の
決
裁
事
項

部
局
長
の
専
決

（ ）十五

（ ）十六
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決
事
項
」
に
、
「
会
計
課
長
専
決
事
項
」
を
「
会
計
課
長
の
専
決
事
項
」
に

改
め
、
同
表
の
備
考
第
二
号
を
同
表
の
備
考
第
一
号
と
し
、
同
表
の
備
考
第

三
号
中
「
あ
つ
て
は
、
」
を
「
お
け
る
」
に
、
「
課
長
共
通
専
決
事
項
」
を

「
課
長
の
専
決
事
項
」
に
、
「
室
長
共
通
専
決
事
項
」
を
「
室
長
の
専
決
事

項
」
に
改
め
、
同
表
の
備
考
第
三
号
を
同
表
の
備
考
第
二
号
と
し
、
同
表
の

備
考
第
四
号
中
「
課
長
共
通
専
決
事
項
」
を
「
課
長
の
専
決
事
項
」
に
、

「
県
議
会
事
務
局
政
務
調
査
課
長
専
決
事
項
」
を
「
県
議
会
事
務
局
政
務
調

査
課
長
の
専
決
事
項
」
に
、
「
総
務
班
長
共
通
専
決
事
項
」
を
「
総
務
班
長

の
専
決
事
項
」
に
、
「
県
議
会
事
務
局
政
務
調
査
課
広
報
資
料
班
長
専
決
事

項
」
を
「
県
議
会
事
務
局
政
務
調
査
課
広
報
資
料
班
長
の
専
決
事
項
」
に
改

め
、
同
表
の
備
考
第
四
号
を
同
表
の
備
考
第
三
号
と
し
、
同
項
第
二
号
中

「
総
務
企
画
部
長
専
決
事
項
」
を
「
総
務
企
画
部
長
の
専
決
事
項
」
に
改

め
、
同
項
第
三
号
中
「
出
納
局
長
専
決
事
項
」
を
「
出
納
局
長
の
専
決
事

項
」
に
改
め
、
同
項
第
四
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

四
　
財
政
課
長
の
専
決
事
項

歳
出
予
算
の
目
内
流
用
に
関
す
る
こ
と
。

第
三
条
第
一
項
第
五
号
中
「
出
納
局
会
計
管
財
課
長
専
決
事
項
」
を
「
出

納
局
会
計
管
財
課
長
の
専
決
事
項
」
に
改
め
、
同
項
第
六
号
中
「
出
納
局
総

務
事
務
セ
ン
タ
ー
長
専
決
事
項
」
を
「
出
納
局
総
務
事
務
セ
ン
タ
ー
長
の
専

決
事
項
」
に
改
め
、
同
号
（四）
中
「
第
二
条
第
三
項
第
十
二
号
（一）
」
を
「
前
条

第
三
項
第
十
二
号
（一）
」
に
改
め
、
同
項
第
七
号
及
び
第
八
号
を
次
の
よ
う
に

改
め
る
。

七
　
教
育
委
員
会
総
務
課
長
の
専
決
事
項

集
中
処
理
に
係
る
給
与
及
び
共
済
費
の
支
出
命
令
に
関
す
る
こ
と
。

八
　
警
察
本
部
警
務
課
長
の
専
決
事
項

集
中
処
理
に
係
る
給
与
及
び
共
済
費
の
支
出
命
令
に
関
す
る
こ
と
。

第
五
条
中
「
と
こ
ろ
」
を
「
合
議
事
項
（
合
議
を
要
す
る
事
項
を
い
う
。

以
下
同
じ
。
）
」
に
改
め
、
同
条
第
一
号
中
「
及
び
財
政
課
長
合
議
事
項
」

を
「
及
び
財
政
課
長
の
合
議
事
項
」
に
改
め
、
同
号
の
表
中
「
総
務
企
画
部

長
合
議
事
項
」
を
「
総
務
企
画
部
長
の
合
議
事
項
」
に
、
「
財
政
課
長
合
議

事
項
」
を
「
財
政
課
長
の
合
議
事
項
」
に
改
め
、
同
条
第
二
号
中
「
及
び
会

計
管
財
課
長
の
職
に
あ
る
出
納
員
合
議
事
項
」
を
「
及
び
会
計
管
財
課
長
の

職
に
あ
る
出
納
員
の
合
議
事
項
」
に
改
め
、
同
号
の
表
中
「
会
計
管
理
者
合

議
事
項
」
を
「
会
計
管
理
者
の
合
議
事
項
」
に
、
「
出
納
員
合
議
事
項
」
を

「
出
納
員
の
合
議
事
項
」
に
改
め
、
同
条
第
三
号
中
「
及
び
会
計
管
財
課
長

合
議
事
項
」
を
「
及
び
会
計
管
財
課
長
の
合
議
事
項
」
に
改
め
、
同
号
の
表

中
「
出
納
局
長
合
議
事
項
」
を
「
出
納
局
長
の
合
議
事
項
」
に
、
「
会
計
管

財
課
長
合
議
事
項
」
を
「
会
計
管
財
課
長
の
合
議
事
項
」
に
改
め
、
同
条
第

四
号
中
「
財
務
執
行
管
理
員
合
議
事
項
」
を
「
財
務
執
行
管
理
員
の
合
議
事

項
」
に
改
め
る
。

第
六
条
中
第
三
項
を
削
り
、
第
四
項
を
第
三
項
と
し
、
第
五
項
を
削
り
、

第
六
項
を
第
四
項
と
し
、
第
七
項
を
第
五
項
と
し
、
第
八
項
を
第
六
項
と

し
、
同
条
第
九
項
中
「
と
す
る
。
」
を
削
り
、
同
項
を
同
条
第
七
項
と
す

る
。第

八
条
の
二
第
一
項
中
「
決
裁
を
要
す
る
事
項
」
を
「
決
裁
事
項
」
に
、

「
又
は
」
を
「
（
総
務
経
理
課
を
置
か
な
い
地
域
振
興
局
に
あ
つ
て
は
総
務

課
長
及
び
経
理
課
長
と
す
る
。
以
下
同
じ
。
）
又
は
」
に
、
「
限
り
で
専

決
処
理
で
き
る
事
項
」
を
「
の
専
決
事
項
」
に
、
「
部
長
専
決
事
項
に
」

を
「
部
長
の
専
決
事
項
に
」
に
、
「
チ
ー
ム
リ
ー
ダ
ー
専
決
事
項
に
」
を

「
チ
ー
ム
リ
ー
ダ
ー
の
専
決
事
項
に
」
に
、
「
総
務
経
理
課
長
専
決
事
項

に
」
を
「
総
務
経
理
課
長
の
専
決
事
項
に
」
に
、
「
総
務
班
長
専
決
事
項

に
」
を
「
総
務
班
長
の
専
決
事
項
に
」
に
改
め
、
同
項
第
一
号
の
表
中

「

「
を

」

に
改
め
、
同
表
（二）
の
項
中
「
総
務
班
長
専
決
事
項
」
を

」

「
総
務
班
長
の
専
決
事
項
」
に
、
「
第
三
条
第
一
項
第
一
号
」
を
「
第
三
条

（
決
裁
区
分
）
第
一
項
第
一
号
」
に
、
「
第
八
十
五
条
第
二
項
第
五
号
」
を

「
第
八
十
五
条
（
支
出
負
担
行
為
）
第
二
項
第
五
号
」
に
改
め
、
同
表
（七）
の

項
中
「
総
務
班
長
専
決
事
項
」
を
「
総
務
班
長
の
専
決
事
項
」
に
改
め
、
同

表
（八）
の
項
中
「
総
務
班
長
専
決
事
項
」
を
「
総
務
班
長
の
専
決
事
項
」
に
、

「
第
八
十
五
条
第
二
項
第
四
号
」
を
「
第
八
十
五
条
（
支
出
負
担
行
為
）
第

二
項
第
四
号
」
に
改
め
、
同
表
□
の
項
中
「
総
務
班
長
専
決
事
項
」
を
「
総

務
班
長
の
専
決
事
項
」
に
、
「
第
八
十
五
条
第
二
項
第
六
号
」
を
「
第
八
十

五
条
（
支
出
負
担
行
為
）
第
二
項
第
六
号
」
に
改
め
、
同
表
の
備
考
中
「
部

長
共
通
専
決
事
項
」
を
「
部
長
の
専
決
事
項
」
に
、
「
チ
ー
ム
リ
ー
ダ
ー
専

決
事
項
」
を
「
チ
ー
ム
リ
ー
ダ
ー
の
専
決
事
項
」
に
改
め
、
同
項
第
二
号
中

「
総
務
企
画
部
長
専
決
事
項
」
を
「
総
務
企
画
部
長
の
専
決
事
項
」
に
改

め
、
同
号
（一）
中
「
部
長
共
通
専
決
事
項
、
総
務
経
理
課
長
専
決
事
項
及
び
総

務
班
長
専
決
事
項
」
を
「
部
長
、
総
務
経
理
課
長
及
び
総
務
班
長
の
専
決
事

項
」
に
改
め
、
同
号
（二）
中
「
地
域
振
興
局
長
決
裁
事
項
、
部
長
共
通
専
決
事

項
、
総
務
経
理
課
長
専
決
事
項
及
び
総
務
班
長
専
決
事
項
」
を
「
地
域
振
興

局
長
の
決
裁
事
項
並
び
に
部
長
、
総
務
経
理
課
長
及
び
総
務
班
長
の
専
決
事

項
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
第
五
項
」
を
「
第
六
項
」
に
、
「
北
秋
田

地
域
振
興
局
大
館
福
祉
環
境
部
の
総
務
を
担
当
す
る
班
長
」
を
「
総
務
班

長
」
に
、
「
が
専
決
で
き
る
も
の
」
を
「
の
専
決
事
項
」
に
改
め
、
同
条
第

三
項
中
「
総
務
企
画
部
出
納
室
長
」
の
下
に
「
（
総
務
企
画
部
出
納
室
長
を

置
か
な
い
地
域
振
興
局
に
あ
つ
て
は
、
総
務
企
画
部
総
務
課
長
と
す
る
。
以

下
同
じ
。
）
」
を
加
え
、
「
限
り
で
専
決
で
き
る
事
項
」
を
「
の
専
決
事

項
」
に
改
め
、
同
項
第
一
号
中
「
総
務
企
画
部
長
専
決
事
項
」
を
「
総
務
企

画
部
長
の
専
決
事
項
」
に
改
め
、
同
項
第
二
号
中
「
総
務
企
画
部
出
納
室
長

専
決
事
項
」
を
「
総
務
企
画
部
出
納
室
長
の
専
決
事
項
」
に
改
め
、
同
条
第

四
項
中
「
が
専
決
で
き
る
も
の
」
を
「
の
専
決
事
項
」
に
改
め
、
同
条
第
五

項
中
「
第
五
項
」
を
「
第
六
項
」
に
、
「
生
涯
学
習
セ
ン
タ
ー
所
長
」
を

「
図
書
館
長
」
に
、
「
第
八
項
」
を
「
第
七
項
」
に
、
「
専
決
で
き
る
こ

と
」
を
「
専
決
事
項
」
に
、
「
農
林
水
産
技
術
セ
ン
タ
ー
企
画
経
営
室
長
」

を
「
農
林
水
産
技
術
セ
ン
タ
ー
総
務
管
理
室
長
」
に
、
「
生
涯
学
習
セ
ン
タ

ー
副
所
長
」
を
「
図
書
館
副
館
長
」
に
、
「
が
専
決
で
き
る
も
の
」
を
「
の

専
決
事
項
」
に
改
め
、
同
条
第
六
項
中
「
が
専
決
で
き
る
も
の
」
を
「
の
専

決
事
項
」
に
改
め
、
同
条
第
七
項
中
「
第
五
項
」
を
「
第
六
項
」
に
、
「
総

務
班
長
専
決
事
項
」
を
「
総
務
班
長
の
専
決
事
項
」
に
、
「
者
が
専
決
で
き

る
も
の
」
を
「
者
の
専
決
事
項
」
に
改
め
、
同
項
の
表
埋
蔵
文
化
財
セ
ン
タ

ー
の
項
を
削
る
。

第
八
条
の
三
第
一
項
第
二
号
中
「
北
秋
田
地
域
振
興
局
総
務
企
画
部
長
」

を
「
北
秋
田
地
域
振
興
局
総
務
企
画
部
大
館
事
務
所
の
総
務
班
長
」
に
改

め
、
同
項
第
四
号
及
び
第
五
号
中
「
北
秋
田
地
域
振
興
局
大
館
福
祉
環
境

部
」
を
「
北
秋
田
地
域
振
興
局
総
務
企
画
部
大
館
事
務
所
」
に
改
め
、
同
条

第
三
項
中
「
前
条
第
六
項
及
び
第
七
項
」
を
「
前
条
第
五
項
及
び
第
六
項
」

に
改
め
、
「
そ
れ
ぞ
れ
」
の
下
に
「
東
京
事
務
所
の
総
務
班
長
、
」
を
加

え
、
「
生
涯
学
習
セ
ン
タ
ー
」
を
「
図
書
館
」
に
改
め
、
同
条
第
四
項
中

「
前
条
第
八
項
」
を
「
前
条
第
七
項
」
に
改
め
、
同
項
の
表
中
「
、
埋
蔵
文

化
財
セ
ン
タ
ー
総
務
課
長
」
を
削
り
、
「
生
涯
学
習
セ
ン
タ
ー
」
を
「
図
書

館
」
に
改
め
る
。

第
十
条
第
一
項
中
「
限
り
で
専
決
処
理
で
き
る
事
項
」
を
「
の
専
決
事

項
」
に
改
め
、
同
項
第
一
号
中
「
会
計
管
財
課
長
専
決
事
項
」
を
「
会
計
管

財
課
長
の
専
決
事
項
」
に
改
め
、
同
項
第
二
号
中
「
総
務
事
務
セ
ン
タ
ー
長

専
決
事
項
」
を
「
総
務
事
務
セ
ン
タ
ー
長
の
専
決
事
項
」
に
改
め
、
同
号
（四）

中
「
出
納
執
行
」
の
下
に
「
（
地
方
公
所
に
関
す
る
も
の
を
除
く
。
）
」
を

加
え
る
。

第
十
条
の
二
の
見
出
し
中
「
会
計
管
理
者
決
裁
事
項
」
を
「
会
計
管
理
者

の
決
裁
事
項
」
に
改
め
る
。

第
十
一
条
第
五
項
中
「
東
京
事
務
所
に
あ
つ
て
は
」
及
び
「
、
北
海
道
事

務
所
、
大
阪
事
務
所
、
名
古
屋
事
務
所
及
び
福
岡
事
務
所
に
あ
つ
て
は
物
産

及
び
観
光
を
担
当
す
る
班
長
で
あ
る
副
出
納
員
が
」
を
削
る
。

地
域
振
興
局
長
決
裁
事
項

部
長
共
通
専
決
事
項

総
務
経
理
課

長
専
決
事
項

総
務
班
長
専
決
事
項

裁
事
項

部
長
の
専
決
事
項

総
務
経
理
課
長
の
専
決
事
項

総
務
班

長
の
専
決
事
項

地
域
振
興
局
長
の
決

（ ）十二
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「

第
十
三
条
第
一
号
の
表
中

「
を
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
に
改
め
、
同
条

」

」

第
二
号
の
表
地
域
振
興
局
の
項
中
「
室
長
」
を
「
出
納
室
長
」
に
改
め
、

「

「

同
表
中
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
を

」

に
改
め
る
。

」

第
六
十
条
中
「
証
票
」
を
「
証
紙
売
り
さ
ば
き
人
証
票
（
様
式
第
一

号
）
」
に
改
め
る
。

第
六
十
条
の
二
第
二
項
に
後
段
と
し
て
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

こ
の
場
合
に
お
い
て
、
前
条
中
「
証
紙
売
り
さ
ば
き
人
証
票
（
様
式
第

一
号
）
」
と
あ
る
の
は
、
「
収
納
計
器
取
扱
人
証
票
（
様
式
第
二
号
）
」

と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

第
六
十
九
条
第
一
項
本
文
中
「
と
き
は
、
」
の
下
に
「
証
紙
消
印
（
様
式

第
三
号
）
に
よ
り
」
を
加
え
る
。

別
表
第
二
知
事
公
室
長
の
項
中
「
消
防
学
校
」
の
下
に
「
、
地
域
振
興

局
」
を
加
え
、
同
表
総
務
企
画
部
長
の
項
中
「
地
域
振
興
局
、
」
を
削
り
、

同
表
健
康
福
祉
部
長
の
項
中
「
、
児
童
会
館
」
を
削
り
、
同
表
建
設
交
通
部

長
の
項
中
「
秋
田
中
央
道
路
建
設
事
務
所
、
」
を
削
る
。

別
表
第
二
の
二
第
二
十
四
号
の
十
一
の
次
に
次
の
二
号
を
加
え
る
。

二
十
四
の
十
二
　
介
護
支
援
専
門
員
再
研
修
手
数
料

二
十
四
の
十
三
　
主
任
介
護
支
援
専
門
員
研
修
手
数
料

別
表
第
二
の
二
第
六
十
号
の
次
に
次
の
四
号
を
加
え
る
。

六
十
の
二
　
登
録
販
売
者
試
験
の
受
験
の
出
願
手
数
料

六
十
の
三
　
販
売
従
事
者
登
録
の
申
請
手
数
料

六
十
の
四
　
販
売
従
事
登
録
証
の
書
き
換
え
交
付
申
請
手
数
料

六
十
の
五
　
販
売
従
事
登
録
証
の
再
交
付
申
請
手
数
料

別
表
第
二
の
二
第
八
十
七
号
中
「
平
成
十
八
年
厚
生
労
働
省
告
示
第
九
十

二
号
」
を
「
平
成
二
十
年
厚
生
労
働
省
告
示
第
五
十
九
号
」
に
改
め
る
。

様
式
第
一
号
か
ら
様
式
第
四
十
六
号
ま
で
を
削
り
、
様
式
第
四
十
七
号
を

様
式
第
一
号
と
し
、
様
式
第
四
十
七
号
の
二
を
様
式
第
二
号
と
す
る
。

様
式
第
四
十
八
号
か
ら
様
式
第
五
十
六
号
の
二
ま
で
を
削
り
、
様
式
第
五

十
七
号
を
様
式
第
三
号
と
す
る
。

様
式
第
五
十
七
号
の
二
、
様
式
第
五
十
八
号
及
び
様
式
第
五
十
九
号
を
削

り
、
様
式
第
六
十
号
を
様
式
第
四
号
と
す
る
。

様
式
第
六
十
一
号
及
び
様
式
第
六
十
二
号
を
削
り
、
様
式
第
六
十
三
号
を

様
式
第
五
号
と
す
る
。

様
式
第
六
十
四
号
か
ら
様
式
第
六
十
八
号
ま
で
を
削
り
、
様
式
第
六
十
九

号
を
様
式
第
六
号
と
す
る
。

様
式
第
七
十
号
か
ら
様
式
第
三
百
二
十
四
号
ま
で
を
削
る
。

附
　
則

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

秋
田
県
訓
令
第
二
号

庁
　
中
　
一
　
般

各

地

方

機

関

許
認
可
等
事
務
処
理
日
数
設
定
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
を
次
の
よ

う
に
定
め
る
。

平
成
二
十
年
三
月
三
十
一
日

秋
田
県
知
事
　
寺
　
田
　
典
　
城

許
認
可
等
事
務
処
理
日
数
設
定
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令

許
認
可
等
事
務
処
理
日
数
設
定
規
程
（
昭
和
四
十
年
秋
田
県
訓
令
第
三

号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
第
二
項
中
「
第
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
課
及
び
セ
ン
タ
ー
、
同

訓
　
　
　
　
　
　
令

企
画
政
策
課
総
務
班
長

観
光
及
び
物
産
を
担
当
す
る
班
長

総
務
班
長

所
長
並
び
に
観
光
及
び
物
産
を
担
当
す
る

班
長
以
外
の
職
員

所
長
及

び
総
務
班
長
以
外
の
職
員

第
七
十
三
条
第
二
項
中
「
委
託
証
明
書
」
を
「
歳
入
の
徴
収
（
収
納
）
事

務
委
託
証
明
書
（
様
式
第
四
号
）
」
に
改
め
る
。

第
七
十
四
条
第
二
項
中
「
現
金
領
収
印
」
の
下
に
「
（
様
式
第
五
号
）
」

を
加
え
る
。

第
七
十
八
条
第
一
項
中
「
現
金
領
収
印
」
の
下
に
「
（
様
式
第
六
号
）
」

を
加
え
る
。

第
九
十
二
条
の
見
出
し
中
「
更
迭
届
」
を
「
変
更
届
」
に
改
め
、
同
条
第

一
項
中
「
更
迭
」
を
「
変
更
」
に
、
「
代
表
者
更
迭
届
」
を
「
代
表
者
変
更

届
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
代
表
者
更
迭
届
」
を
「
代
表
者
変
更
届
」

に
、
「
代
表
者
更
迭
確
認
通
知
書
」
を
「
代
表
者
変
更
確
認
通
知
書
」
に
改

め
る
。

第
百
三
十
二
条
第
一
項
中
「
送
付
す
る
と
と
も
に
、
債
権
者
（
給
与
又
は

恩
給
等
に
係
る
債
権
者
を
除
く
。
）
に
口
座
振
替
済
通
知
書
を
」
及
び
「
及

び
口
座
振
替
済
通
知
書
」
を
削
る
。

第
百
八
十
七
条
の
見
出
し
を
削
る
。

第
二
百
十
八
条
第
一
項
、
第
二
百
二
十
八
条
第
三
項
及
び
第
二
百
二
十
九

条
第
二
項
中
「
三
・
四
パ
ー
セ
ン
ト
」
を
「
三
・
七
パ
ー
セ
ン
ト
」
に
改
め

る
。第

二
百
三
十
四
条
の
見
出
し
を
削
る
。

第
十
三
章
第
四
節
の
節
名
中
「
・
貸
付
等
」
を
「
及
び
貸
付
等
」
に
改
め

る
。第

三
百
四
十
条
の
見
出
し
を
削
り
、
同
条
第
二
項
中
「
、
貸
付
等
」
を

「
及
び
貸
付
等
」
に
改
め
る
。

第
三
百
九
十
四
条
の
見
出
し
を
削
る
。

第
四
百
十
一
条
の
見
出
し
を
削
る
。

第
四
百
十
六
条
を
削
る
。

第
四
百
十
七
条
の
見
出
し
を
削
り
、
同
条
を
第
四
百
十
六
条
と
す
る
。

別
表
第
一
健
康
福
祉
部
の
項
中
「
保
健
医
療
Ｉ
Ｔ
化
推
進
チ
ー
ム
リ
ー
ダ

ー
」
を
「
各
チ
ー
ム
リ
ー
ダ
ー
」
に
改
め
、
同
表
産
業
経
済
労
働
部
の
項
中

「

「
各
室
長
」
を
「
誘
致
企
業
室
長
」
に
改
め
、
同
表
出
納
局
の
項
中

「
を

」

に
改
め
る
。

」

各総

課
長

務
事
務
セ
ン
タ
ー
長

各
課
長

総
務
事
務
セ
ン
タ
ー
長

公
共
建
築
物

活
用
室
長



平成20年 3月31日（月曜日） 秋　　田　　県　　公　　報 号外第 8号

４

条
第
二
項
に
規
定
す
る
課
並
び
に
同
規
則
」
を
「
第
三
条
及
び
」
に
改
め

る
。

附
　
則

こ
の
訓
令
は
、
平
成
二
十
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│

秋
田
県
訓
令
第
三
号

庁
　
中
　
一
　
般

各

地

方

機

関

秋
田
県
公
印
取
扱
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
を
次
の
よ
う
に
定
め

る
。

平
成
二
十
年
三
月
三
十
一
日

秋
田
県
知
事
　
寺
　
田
　
典
　
城

秋
田
県
公
印
取
扱
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令

秋
田
県
公
印
取
扱
規
程
（
昭
和
五
十
六
年
秋
田
県
訓
令
第
四
号
）
の
一
部

を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
五
条
第
三
項
中
「
第
三
条
第
一
項
」
を
「
第
三
条
」
に
改
め
る
。

別
表
総
務
企
画
部
国
体
・
障
害
者
ス
ポ
ー
ツ
大
会
局
長
印
の
項
を
削
り
、

同
表
の
備
考
一
中
「
第
三
条
第
一
項
」
を
「
第
三
条
」
に
改
め
、
「
、
同
条

第
二
項
に
規
定
す
る
課
」
を
削
り
、
同
表
の
備
考
二
中
「
第
十
五
条
の
四
第

三
項
」
を
「
第
十
五
条
の
四
第
一
項
」
に
改
め
、
「
（
仙
北
地
域
振
興
局
農

林
部
仙
北
平
野
農
村
整
備
事
務
所
長
を
除
く
。
）
」
を
削
る
。

附
　
則

こ
の
訓
令
は
、
平
成
二
十
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
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